
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

 

お
知
ら
せ

教
育
委
員
会
委
員
に
大
塚
裕
子
氏

を
任
命

　

市
議
会

３
月
定
例

会
で
同
意

を
得
て
、

大お
お
つ
か塚
裕ゆ

う
こ子

氏
（
都
賀
町
平
川
）
が
、
教
育
委
員

会
委
員
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
任
期

は
、
５
月
19
日
か
ら
令
和
９
年
５
月

18
日
ま
で
の
４
年
間
で
す
。

　
教
育
委
員
会
は
、
教
育
長
と
６
名

の
教
育
委
員
で
構
成
さ
れ
、
学
校
教

育
や
教
育
環
境
整
備
、
生
涯
学
習
、

文
化
の
振
興
に
関
す
る
事
務
等
に
つ

い
て
審
議
し
ま
す
。

問 

総
務
人
事
課     

☎
（21）
２
３
５
１

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

に
大
島
秀
介
氏
を
選
任　

市
議
会

３
月
定
例

会
で
同
意

を
得
て
、

固
定
資
産

評
価
審
査
委
員
会
委
員
に
、
大お
お
し
ま島

秀ひ
で
ゆ
き介

氏
（
岩
舟
町
畳
岡
）
が
選
任
さ

れ
ま
し
た
。

　
任
期
は
、
５
月
15
日
か
ら
令
和
８

年
５
月
14
日
ま
で
の
３
年
間
で
す
。

　

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
は
、

６
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
、
固
定
資

産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格
に

関
す
る
不
服
の
審
査
を
行
い
ま
す
。

問 

総
務
人
事
課　

  

☎
（21）
２
３
５
１

人
権
擁
護
委
員
の
表
彰

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
法
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
、
人
権
相
談
、
人
権
侵

害
に
よ
る
被
害
者
の
救
済
や
、
人
権

に
つ
い
て
の
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
た
び
、
本
市
の
人
権
擁

護
委
員
が
表
彰
を
受
け
ま
し
た
の
で

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
長
表
彰

関せ
き
ぐ
ち口

茂も
い
ち
ろ
う

一
郎
氏
／
柏

か
し
わ
ぐ
ら倉

裕ゆ
た
か

氏

栃
木
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
長
表
彰

加か

も茂
律り

つ
こ子
氏
／
大お

お
あ
く

阿
久
功の

り
こ子
氏
／

臼う
す
い井

春は
る
え江

氏
／
高た

か
ぎ
わ際

は
ま
子こ

氏

問 

人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

☎
（21）
２
１
６
１

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
兼

高
齢
受
給
者
証
）
を
更
新
し
ま
す

　
現
在
使
用
し
て
い
る
国
民
健
康
保

険
証
（
兼
高
齢
受
給
者
証
）
は
、
７

月
31
日
で
有
効
期
限
が
切
れ
、
８
月

１
日
か
ら
新
し
い
保
険
証
（
兼
高
齢

受
給
者
証
）
に
変
わ
り
ま
す
。
新
し

い
保
険
証（
兼
高
齢
受
給
者
証
）は
、

７
月
末
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
し
て
い

る
方
が
お
金
を
出
し
合
い
、
病
気
や

け
が
な
ど
の
「
い
ざ
」
と
い
う
時
に

医
療
費
の
負
担
を
少
な
く
す
る
助
け

合
い
の
制
度
で
す
。

　
災
害
、
そ
の
他
特
別
な
事
情
も
な

く
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い

る
場
合
に
は
、
医
療
機
関
で
全
額
自

己
負
担
と
な
る
被
保
険
者
資
格
証
明

書
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
納

付
状
況
に
よ
り
有
効
期
限
の
短
い
短

期
被
保
険
者
証
（
６
か
月
、
３
か
月

の
２
種
類
）
が
交
付
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
は
、
み
な
さ
ん
の

健
康
を
守
る
大
切
な
制
度
で
す
。
国

民
健
康
保
険
税
は
、
納
期
ま
で
に
納

め
ま
し
ょ
う
。

※
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退
の

手
続
き
に
つ
い
て
は
、
14
日
以
内
に

必
ず
届
出
を
し
ま
し
ょ
う
！

※
職
場
の
健
康
保
険
に
切
り
替
わ
っ

た
場
合
は
必
ず
国
民
健
康
保
険
証
の

返
還
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

保
険
年
金
課　

☎
（21）
２
１
３
１

国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
通
知
書

の
送
付

　
今
年
度
の
各
保
険
税
（
料
）
の
通

知
書
を
次
の
と
お
り
送
付
し
ま
す
。

納
税
（
入
）
通
知
書　

　
普
通
徴
収
（
納
付
書・口
座
振
替
）

で
納
め
る
方
に
７
月
14
日
（
金
）
に

郵
送
し
ま
す
。
第
１
期
の
納
付
期
限

は
７
月
31
日
（
月
）
で
す
。
７
月
以

降
に
国
民
健
康
保
険
、
介
護
保
険
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
た

方
に
は
、
お
お
む
ね
翌
月
中
旬
に
郵

送
し
ま
す
。

特
別
徴
収
開
始
通
知
書　

　
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
差
し
引

き
）で
納
め
る
方
に
８
月
25
日（
金
）

に
郵
送
し
ま
す
。

問 

税
務
課　
　
　

  

☎
（21）
２
２
６
３

市
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の

納
税
通
知
書
が
変
わ
り
ま
し
た

　
令
和
５
年
度
の
発
行
の
納
税
通
知

書
か
ら
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

（eL-Q
R

）
の
印
字
が
さ
れ
、
全
国

のeL-Q
R

対
応
の
金
融
機
関
お
よ

び
各
種
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
で
納
付
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
詳
し

く
は
「
地
方
税
お
支

払
サ
イ
ト
」
を
確
認

く
だ
さ
い
。

　
領
収
書
が
必
要
な
方
は
市
役
所
窓

口
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
金

融
機
関
窓
口
で
の
お
支
払
い
を
お
願

い
し
ま
す
。

※
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
株
式
会
社
デ
ン

ソ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
登
録
商
標
で
す
。

問 

税
務
課　

　

市
民
税
係　

     

☎
（21）
２
２
６
５

　

保
険
係　

 　
　

☎
（21）
２
２
６
３

令
和
５
年
度
国
民
年
金
保
険
料
免

除
申
請

　
令
和
５
年
７
月
か
ら
令
和
６
年
６

月
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除

申
請
を
、
７
月
３
日
（
月
）
か
ら
受

け
付
け
ま
す
。
国
民
年
金
の
第
１
号

被
保
険
者
（
学
生
以
外
）
で
、
前
年

の
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、

申
請
後
に
承
認
さ
れ
る
と
、
保
険
料

の
全
額
・
一
部
免
除
ま
た
は
納
付
猶

予
（
50
歳
未
満
の
方
が
対
象
）
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
学
生
の

方
は
、
学
生
納
付
特
例
制
度
の
対
象

と
な
り
ま
す
。）
退
職
（
失
業
）
し

た
場
合
は
、
所
得
を
審
査
対
象
か
ら

除
外
す
る
「
失
業
特
例
制
度
」
が
利

用
で
き
ま
す
。

※
本
人
の
所
得
の
ほ
か
、世
帯
主（
納

付
猶
予
は
除
く
）、
配
偶
者
の
所
得

も
審
査
の
対
象
で
す
。

※
令
和
４
年
度
に
全
額
免
除
・
納
付

猶
予
が
承
認
さ
れ
て
い
る
方
で
、
継

続
希
望
に
よ
り
令
和
５
年
度
が
継
続

審
査
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
場
合

は
、
手
続
き
不
要
で
す
。

※
退
職
（
失
業
）
に
よ
り
令
和
５
年

６
月
分
以
前
の
期
間
の
免
除
を
受
け

て
い
る
場
合
は
、
改
め
て
令
和
５
年

度
分
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
申
請
さ
れ
る
方
の
年
金
番
号
ま
た

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も
の

（
年
金
手
帳
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
等
）

・
来
庁
さ
れ
る
方
の
本
人
確
認
が
で

き
る
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

運
転
免
許
証
等
）

退
職
（
失
業
）
し
た
場
合

・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
ま
た
は

雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票

代
理
人
が
手
続
き
す
る
場
合

・
委
任
状
（
様
式
自
由
）

申
請
窓
口　
栃
木
年
金
事
務
所
（
城

内
町
１
丁
目
）、
保
険
年
金
課
（
市

役
所
本
庁
舎
２
階
）、
各
総
合
支
所

地
域
づ
く
り
推
進
課

問 

栃
木
年
金
事
務
所
☎
（22）
４
１
３
１

　

保
険
年
金
課　

  
 

（21）
２
１
３
４

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

８
月
か
ら
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
」
が
更
新
さ
れ
ま
す

　
現
在
お
使
い
の
「
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）」
の
有

効
期
限
は
本
年
７
月
31
日
ま
で
で

す
。８
月
か
ら
使
用
す
る
保
険
証
は
、

縦
長
大
判
の
封
筒
（
茶
色
）
に
入
れ

て
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。（
保

険
料
の
納
付
状
況
に
よ
り
、
お
送
り

で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。）

　
８
月
１
日
以
降
は
、
今
回
お
送
り

す
る
新
し
い
保
険
証
を
医
療
機
関
の

窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
負
担
割
合
は
、
今
年
度
の

市
県
民
税
の
情
報
を
も
と
に
判
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
判
定
の
基
準
に
つ
い

て
は
、
保
険
証
に
同
封
さ
れ
て
い
る

「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
ご
案
内
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
現
在
お
使
い
の
保
険
証
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日
ま
で
で
す
の
で
、
８

月
１
日
以
降
、
ご
自
分
で
破
棄
す
る

か
、
保
険
年
金
課
へ
返
却
を
お
願
い

し
ま
す
。

限
度
額
適
用
認
定
証
等
に
つ
い
て

　
所
得
区
分
が
現
役
並
み
所
得
者
Ⅰ

ま
た
は
Ⅱ（
※
）に
該
当
す
る
方
は
、

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
医
療
機

関
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療

費
の
支
払
い
が
一
定
額
に
と
ど
ま
り

ま
す
。

　
ま
た
、
世
帯
の
全
員
が
住
民
税
非

課
税
の
場
合
は
、「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
医
療

機
関
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医

療
費
の
支
払
い
が
一
定
額
に
と
ど
ま

り
、
入
院
時
の
食
事
代
が
減
額
に
な

り
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、
保
険
年

金
課
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
過
去
に
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
の
交
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ

り
、
令
和
５
年
度
の
所
得
区
分
が
現

役
並
み
所
得
者
Ⅰ
ま
た
は
Ⅱ
に
該
当

す
る
方
、
ま
た
、「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
交
付

を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
、
令
和
５
年

度
の
所
得
区
分
が
低
所
得
区
分
に
該

当
す
る
方
に
つ
い
て
は
、
認
定
証
を

７
月
下
旬
に
送
付
す
る
保
険
証
に
同

封
し
ま
す
。

（
※
）
現
役
並
み
所
得
者
Ⅰ
と
は
、

住
民
税
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以

上
３
８
０
万
円
未
満
の
被
保
険
者
／

現
役
並
み
所
得
者
Ⅱ
と
は
、
住
民

税
課
税
所
得
が
３
８
０
万
円
以
上

６
９
０
万
円
未
満
の
被
保
険
者

75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
方
へ

　
75
歳
の
誕
生
日
か
ら
、
そ
れ
ま
で

の
健
康
保
険
を
抜
け
て
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
被
保
険
者
と
な
り
ま

す
。
誕
生
日
前
に
「
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
」
を
郵
送
し
ま
す
。

保
険
料
の
通
知
は
誕
生
月
の
翌
月
以

降
に
郵
送
し
ま
す
。

問 

保
険
年
金
課　

  

☎
（21）
２
１
３
７

不
妊
治
療
費
・
不
育
症
治
療
費
助

成
制
度

不
妊
治
療
費
助
成

　
国
内
の
医
療
機
関
に
お
い
て
不
妊

治
療
を
受
け
た
ご
夫
婦
に
対
し
、
医

療
保
険
適
用
外
の
治
療
費
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

助
成
回
数　
子
１
人
に
つ
き
５
回
ま

で
（
１
年
度
１
回
／
合
併
前
の
助
成

も
含
む
）

不
育
症
治
療
費
助
成

　
国
内
の
医
療
機
関
に
お
い
て
不
育

症
と
診
断
さ
れ
、
医
師
に
よ
る
不
育

症
治
療
を
受
け
た
ご
夫
婦
に
対
し
、

医
療
保
険
適
用
外
の
治
療
費
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

共
通
事
項

対
象　
以
下
の
す
べ
て
を
満
た
す
方

婚
姻
の
届
け
出
を
し
て
い
る
夫
婦
／

申
請
日
以
前
に
夫
婦
の
一
方
ま
た
は

双
方
が
１
年
以
上
栃
木
市
に
住
民
登

録
し
て
い
る
方
／
医
療
保
険
の
加
入

者
／
市
税
の
滞
納
が
な
い
方

そ
の
他　

申
請
方
法
、
助
成
金
額
、

申
請
期
限
な
ど
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
問
合
先
へ
。

問 

保
険
年
金
課    

☎
（21）
２
１
３
６

２
０
２
３
ク
ー
ル
シ
ェ
ア
と
ち
ぎ

み
ん
な
で
集
ま
り
、
ク
ー
ル
シ
ェ
ア

で
節
電
を
！

　

ク
ー
ル
シ
ェ
ア
（
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｌ 

Ｓ

Ｈ
Ａ
Ｒ
Ｅ
）
と
は
、
涼
し
さ
を
分
け

合
う
と
い
う
意
味
で
、
で
き
る
だ
け

多
く
の
人
が
一
緒
に
涼
ん
で
エ
ア
コ

ン
の
使
用
を
控
え
よ
う
と
い
う
節
電

対
策
で
す
。
施
設
や
ご
家
庭
で
楽
し

く
節
電
し
ま
し
ょ
う
！

ク
ー
ル
シ
ェ
ア
ス
ポ
ッ
ト

　
涼
む
場
所
で
あ
る
ク
ー
ル
シ
ェ
ア

ス
ポ
ッ
ト
一
覧
は
、
注
意
事
項
を
含

め
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

期
間　
７
月
１
日
（
土
）
〜
９
月
30

日
（
土
）

問 

環
境
課　
　
　

  

☎
（21）
２
４
２
０

大塚裕子氏大島秀介氏
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